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長崎警察署協議会第４回会議議事概要

日 時 令和元年10月29日（火） 13時30分～15時00分

場 所 長崎警察署講堂

１ 協議会

小森会長 陣内委員 末光委員 中尾委員 野々村委員

前田委員 山本委員 渡辺委員

出 席 者 ２ 警察署

池田署長 尾塚副署長 中江刑事官 岡田警務課長

秋山生活安全課長 谷川交通課長

３ 書 記

警務係長

１ 前回会議での協議会の意見に対する推進状況について

署長から、前回協議会の提出意見に対する推進状況について、次

のとおり説明があった。

(1) 「少年の非行防止対策の推進」について

ア 街頭補導活動の強化

(ｱ) 県下一斉街頭補導を実施した。

(ｲ) 祭り、イベントにおいて、街頭補導を実施した。

。(ｳ) 管内の中学校区青少年育成協議会三校合同巡視を実施した

(ｴ) 夏場における犯罪抑止パトロールを実施した。

イ 広報啓発活動の強化

(ｱ) 大型商業施設において、地区防犯母の会と合同で防犯キャ

ンペーンを実施した。

、 。会議の状況 (ｲ) ベルナード観光通において 街頭キャンペーンを実施した

(ｳ) 管内の中学校区において、万引き防止一日パトロールを実

施した。

ウ 防犯講話・非行防止教室等の開催

(ｱ) 小学校、中学校において、薬物乱用防止教室を開催した。

(ｲ) 会合、協議会等において、防犯講話を実施した。

(ｳ) 小学校、特別支援学校において、不審者侵入対策訓練を実

施した。

エ 立ち直り支援活動の実施

ソフトバレー訓練や農業体験に参加し、少年の健全育成を図

った。

オ 少年犯罪・補導状況



(2) 「高齢者及び子供の事故防止活動の推進」について

ア 高齢者の交通事故防止対策

(ｱ) 事故歴を有する高齢運転者宅及び一般高齢者宅訪問指導活

動を実施した。

(ｲ) 高齢者に対して、交通安全講話を実施した。

イ 子供の交通事故防止対策

(ｱ) 通学路において、登下校時間帯の街頭指導活動（見守り活

動）を実施した。

(ｲ) 小学校や幼稚園等において、交通安全教室を実施した。

ウ その他

。(ｱ) 街頭キャンペーンやパレード等による広報啓発を実施した

(ｲ) 「手のひら運動」ステッカーの張り替えを行った。

(ｳ) 交通事故分析に基づいた交通取締りを実施した。

エ 交通事故の発生状況

２ 令和元年７月から９月までの業務重点推進結果について

署長から、次のとおり説明があった。

(1) 少年の非行防止対策の推進

前回会議の提出意見に対する推進状況の説明に同じ

(2) 精霊流し等に伴う雑踏事故の防止

会議の状況 雑踏事故なし

(3) 事件検挙の推進

ア 窃盗事件被疑者の検挙

イ 脅迫事件被疑者の検挙

ウ 強制わいせつ事件被疑者の検挙

(4) 特殊詐欺事件及び助長犯罪の検挙

ア 特殊詐欺事件の認知なし

イ 特殊詐欺事件の検挙なし

ウ 助長犯罪の検挙

(5) 暴力団犯罪及び薬物・銃器犯罪の検挙

ア 暴力団組長等による漁業法等違反事件の検挙

イ 暴力団交友者による傷害事件の検挙

ウ 暴力団交友者による脅迫等事件の検挙

エ 大麻取締法違反事件の検挙

(6) 総合的な交通事故抑止対策の推進

ア 交通事故の発生状況

イ 高齢者の交通事故抑止対策

前回会議の提出意見に対する推進状況の説明に同じ

ウ 二輪車の交通事故抑止対策

(ｱ) 交通安全バイクパレードの実施

(ｲ) 大学や企業における交通安全講話の実施



(ｳ) 小学校や幼稚園等における交通安全教室の実施

(ｴ) 歩行者向け「交通安全だより」の作成配布

(ｵ) 信号機のない横断歩道における歩行者保護キャンペーンの

実施

(ｶ) 交通安全フェスタの開催

エ 歩行者（子供）の交通事故防止対策

（ ）(ｱ) 通学路における登下校時間帯の街頭指導活動 見守り活動

の実施

(ｲ) 小学校や幼稚園等における交通安全教室の実施

(ｳ) 歩行者向け「交通安全だより」の作成配布

(ｴ) 信号機のない横断歩道における歩行者保護キャンペーンの

実施

(ｵ) 交通安全フェスタの開催

オ 飲酒運転の根絶

会議の状況 (ｱ) 企業等における交通安全講話の実施

(ｲ) 飲食店訪問活動、街頭キャンペーン等による広報啓発活動

の推進

(ｳ) ナイト30作戦の実施

(7) 台風期における災害警備諸対策の推進

ア 警報発表及び災害発生状況

イ 広報活動の推進

(ｱ) 大型商業施設における広報活動

(ｲ) 防犯たよりの発行

ウ 災害危険箇所の点検

(8) テロの未然防止

ア 国際テロ対策の推進

イ その他

３ 業務重点推進計画について

署長から、次のとおり説明があった。

(1) 年末に向けた各種犯罪抑止対策の推進

(2) 年末・年始における雑踏事故の防止

(3) 事件検挙の推進

(4) 特殊詐欺事件及び助長犯罪の検挙

(5) 暴力団犯罪及び薬物・銃器犯罪の検挙

(6) 総合的な交通事故抑止対策の推進

(7) テロの未然防止

１ 高齢者、歩行者及び二輪車の交通事故抑止対策の推進

全事故に占める高齢者の割合が高く、二輪車関連事故や歩行者事

提 出 意 見 故の構成率が県下の平均を大きく上回っていることから、高齢者、



歩行者及び二輪車の交通事故抑止対策を推進してもらいたい。

２ 年末に向けた各種犯罪抑止対策の推進

これから、年末に向けて世間も慌ただしくなり、犯罪の増加が懸

念されることから、各種犯罪抑止対策を推進してもらいたい。


